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   平成１５年度の町国保運営財源の

うち、皆さんが納める国保税は約

３分の１を占め、国保の運営に欠か

せない財源となっています。こう

した財源があるからこそ、一部負

担金を支払うだけで安心してお医

者さんにかかることができるわけ

です。
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▼　��　住民生活課国保年金係

（�23-2467）
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　国民健康保険は、職場の健康保

険などに加入している人を除く、

全ての人が加入する制度です。

　たとえば２年前に職場を退職後、

国保に未加入のままで過ごし、病

気のため受診時に国保加入の届出

をしても、国保の加入日は、職場

の保険が切れた日（退職日の翌日）

となり、国保税をさかのぼって納

める『遡及適用』が行われます。

　未加入期間が長いほど一度に納

める国保税が高額になり、経済的

な負担が大きくなります。

　職場の健康保険が切れたとき

は、１４日以内に社会保険等資格喪

失証明書を持参し、国保年金係で

手続きをしてください。
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���　5月8日(日)～10月10日(月・祝)

���　6時30分～

　低所得である若年者（２０歳台の

者）が、将来の無年金・低年金と

なることを防止するため、同居し

ている世帯主の所得にかかわら

ず、本人と配偶者の所得要件によ

り、保険料の納付を猶予する制度

がスタートしました。所得が少な

く納付が困難な方は、国保年金係

（�23－2467）にご相談の上、手

続きしてください。　
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　５月1１日・2５日の水曜日
　1階国保年金係へお気軽に
　お越しください。
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��　札幌北社会保険事務所
��　５月20日（金）

　　　10時～15時
��　商工会館（錦町）

　納税義務がある夫と生計を同一

にする妻で、夫と同じ市町村に住

所がある妻に対する、「����

��������	が段階的に廃

止されます。これにより今年度分

は税額の１/２として年額2,000円

（町民税1,500円+道民税５００円）が

課税となり、次年度分以降は全額

課税となります。

����　税務課税務係（�２３－

２３３２）
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　住民票の異動届出の時には届け

出る方の確認をさせていただいて

います。窓口に次のいずれかをお

持ちください。
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�����住民生活課戸籍住民係

（�２３－２４６３）
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　あなたの心の悩み相談に精神科

医が応じます。

▼��　6月14日（火）　13時～

▼��　ゆとろ（西町）

▼��　江別保健所（�０１１－３８３

－２１１１）　先着2名まで予約を受け

付けます。

※江別保健所での「心の相談」も

利用できます。問い合わせは同保

健所まで。

　国勢調査は、法律に基づいて行

われ、人口や世帯についての基本

的な統計調査です。９月下旬から

１０月上旬にかけて、国勢調査員が

皆さんのお宅へ調査票をお届け

し、受け取りに伺います。住民登

録とは関係なく、１０月１日現在、ふ

だん住んでいる場所で調査票に記

入してください。調査内容の秘密

は保護されます。

▼��　総務課総務係（�23－

2330）
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１８歳以上
２７歳未満の者
　（随時受付）

男子������
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下記の方は町内の募集相談員です。
お気軽にご連絡ください。 
�木屋路喜一郎（若葉�２２－３４０６）
�中川昭典（弁華別�２３－２６８7）
�下段寿之（樺戸町�２３－１６２２）　
�野口和之（白樺町�２３－２２２６）
�長谷川敏夫（緑　町�２３－4２01）　

����５月２8日（土）　１０時～

���　篠津運河沿い　川南揚水機場

※当別駅から会場までは無料バス運行

（8時30分～9時30分の間に２便)

���　田植え・乗馬体験・施設見学・植樹

�����　５月２０日（金）

������先着３００名（参加は無料）

（子供一人でも参加可能。未就学児は保護者同伴。）

���　昼食コーナーにて販売します。（弁当持参も可）

������　電話か�で 水土里 ネットしのつ中央   (�2３－２３５９/
み ど り

�2３－２５８４)へ。
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    ～クラシックステージ～
　������
　～音楽講座「世界のリズム編」～
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▼���　砂原（�090－8274－

6453)
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　「年金・登記・道路・窓口サービス」な
どの行政についての要望・意見・苦情な
どは、行政相談委員にご相談ください。
▼��
　平出理三郎さん（園生・�
２３－２００９）は、総務大臣の
委嘱を受け、平成５年から
町の相談員を務めています。
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　差別やプライバシーの侵害など、人権問題でお困りの方は、
法務大臣委嘱の人権擁護委員に相談ください。
　　　　　　　　　　　▼��　岩田伸一さ

ん（太美南・�2６－３３８８）
　　　　　　　　　　　　　　　林朋子さ

ん（元町・�2３－１５８２）
　　　　　　　　　　　　　　　見上良太郎さ

ん（太美町・�2６－２２５７）
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　３月２１日に「ほくでん」の集金
員を装い、偽りの電気料金を集
金したという情報が届いていま
すので、ご注意ください。
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����　北海道電力（株）札
幌北支社（�011－772－7103）
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　消防法の規定により、「危険物取

扱者免状」の交付を受けている方

のうち、危険物の取扱作業に従事

している方は３年に１回保安に関す

る講習を受講する必要がありま

す。該当の方は、受講ください。

�����6月1日（水）・2日（木）・

3日（金）・8月30日（火）・31日

（水）のいずれか1回受講。

�����札幌市など

������開催日の10日前

�������申請書は当別消防

署消防課指導係

（�23－2537）に

あります。
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　　投票日　７月２４日（日）

　　告示日　７月１９日（火）

　����������	


　　投票日　７月１０日（日）

　　告示日　７月 ５ 日（火）

◎詳細は、来月号でお知らせします。
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　消防法の規定により、次の施設

には防火管理者が必要です。

▼����　①集会場、飲食店、

店舗などで収容人員が30人以上の

不特定多数の者が出入りする施

設。　②アパート、学校、事務所な

どで収容人員が50人以上の施設。

▼����　６月２日（木）・３日（金）

10時～17時

▼����　当別消防署

▼����　５月２日（月）～５月２５

日（水）

▼��　先着70名。

▼���　無料。ただし、参考図

書代として3,250円が必要。

▼�����　申請書は当別消防

署消防課予防係（�23－2537）に

あります。

　総務省では「電波利用保護旬間」

を定め、電波利用環境保護の大切

さを呼びかけています。
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北海道総合通信局

□不法無線局・混信・妨害

　�011－737－0099

□テレビ・ラジオの受信障害

　�011－737－0033

�������　8時30分～17時

（土日・祝日は除く）
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　道民の森開園中（5月中旬～10月

中旬）の日曜・祝日に限り、「JR

石狩当別駅～青山南部経由～道民

の森」間を1日2往復運行していま

したが、今年度より「青山南部～

道民の森」間の運行を廃止します。

（「JR石狩当別駅～青山南部」間

は、これまでどおり運行します。）

　長い間、ご利用ありがとうござ

いました。

�����下段モータース　（�

２３－２６３０）または企画課企画振興

係（�２３－３０４２）へ。
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